
７ 申告書の作成例

【事例１】暦年課税（特例税率）を適用する場合

　私（国税壮太郎）は、祖父（国税一郎）から現金500万円の贈与を受けました。祖父は直系尊属であり、私は令和７

年１月１日において18歳以上ですので、「特例税率」（注）を適用して暦年課税により申告します。

　なお、私は、令和６年分の贈与税の申告において、祖父からの贈与について、「特例税率」の適用を受けるた

めに、贈与者との続柄を明らかにする書類を申告書に添付して麹町税務署へ提出しています。

（注）「特例税率」については、35ページを参照してください。
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過 去 に 特 例
税率の適用を
受 け る た め
に、左記の贈
与者との続柄
を明らかにす
る書類を提出
している場合
には、「提出し
た年分」及び
「税務署名」を
記入します。 

記入漏れが
多 い 箇 所 で
すので注意し
てください。 

転記します。 
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なお、この「贈与税（暦年課税）の税額の計算明細」は、税務署に提出する必要はありません。

 

特例贈与財産の価額の合計額（ A 5,000,000 円）から暦年課税に係る基礎控除額（ B 1,100,000 円）

を控除した課税価格（ C 3,900,000 円）に【速算表（特例贈与財産用）】の「基礎控除後の課税価格」

の区分に応じた特例税率（15％）及び控除額（100,000 円）を使用して贈与税額（ D 485,000円）を計

算します。 

一般贈与財産のみを贈与により取得した場合 

　「特例贈与財産」（35ページ参照）のみを贈与により取得し、「特例税率」を適用して贈与税額を

計算する場合には、 44ページの「贈与税（暦年課税）の税額の計算明細（特例贈与財産又は一般

贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用）」の「○特例贈与財産のみを贈与により取得した

場合（申告書第一表の②欄に金額の記載がない場合）」により贈与税額を計算します。 

「一般贈与財産」（35ページ参照）のみを贈与により取得し、「一般税率」を適用して贈与税額を

計算する場合には、 44ページの「贈与税（暦年課税）の税額の計算明細（特例贈与財産又は一般

贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用）」の「○一般贈与財産のみを贈与により取得し

た場合（申告書第一表の①欄に金額の記載がない場合）」により贈与税額を計算してください。
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